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知多市新庁舎等設計委託公募型プロポーザル事業者選定基準 

 

１ 総則 

この事業者選定基準は、「知多市新庁舎等設計委託公募型プロポーザル実施要領」

と一体のもので、事業者の選定に当たり、応募者のうち、最も優れた提案を客観的に

評価・選定するための方法、基準等を示すものである。 

 

２ 事業者選定の手順 

市は、次の手順で総合的に評価・審査を行い、事業者を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第一次審査 

市は、応募者から提出された参加申出書及び添付資料により、実施要領等に記載

された応募者の資格要件、応募条件等を確認するとともに、実績等に関する評価を
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行い、第二次審査の対象となる者を選定して（５者以内）、結果を応募者に通知す

る。 

なお、応募者が実施要領等に規定する資格要件又は応募条件を満たしていない場

合は、失格とする。 

 

■第一次審査評価項目及び配点表（※1） 

評価項目 内容 評価基準 配点 評価点 

事務所の概要 有資格者数 有資格者数を評価する。 

（一級建築士、構造設計一級

建築士、設備設計一級建築士、

建築設備士の合計） 

５ 

１７ 

同種・類似業務

実績 

同種又は類似（※2）の設計業

務実績を評価する。 

（最大３件） 

１２ 

配置技術者の

技術力等 

管理技術者 同種又は類似の設計業務実績

を評価する。（最大３件） 
９ 

１１ 建築ＣＰＤ取得単位を評価す

る。（令和３年４月１日から令

和５年１月２６日まで） 

２ 

建築（総合）、

建築（構造）、

電気設備、機械

設備の主任技

術者（各１名） 

同種又は類似の設計業務実績

を評価する。（最大３件） 
各６ 

３２ 建築ＣＰＤ取得単位を評価す

る。（令和３年４月１日から令

和５年１月２６日まで） 

各２ 

合計 ６０ 

 ※1 各得点に端数が生じた場合は、小数点第二位を四捨五入する。 

 ※2 「同種」は、市、県、国、その他地方公共団体等が発注した庁舎とし、「類似」

には、民間のオフィスビル等を含むこととし、平成１９年４月１日以降に受注し

た延床面積５，０００㎡以上のものの新築の基本設計又は実施設計の実績を指す。 

 (1) 評価点の算出方法 

  ア 事務所の概要 

   (ｱ) 有資格者数（５点満点） 

人数 評価点 

１５０以上 ５ 

１００～１４９ ４ 

５０～９９ ３ 
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２０～４９ ２ 

１９以下 １ 

   (ｲ) 同種・類似業務実績（１２点満点） 

     実績１件につき基礎配点を４点とし（最大３件）、「区分係数」を乗じて評

価点を算出する。 

基礎配点 区分係数 件数 評価点 

実績１件につき 

４ 

同種 １．０ 
最大３件 １２ 

類似 ０．５ 

   

イ 配置技術者の技術力等 

   (ｱ) 同種業務又は類似業務の実績（各最大３件） 

     管理技術者について、実績１件につき基礎配点を３点とし、各分野担当主任

技術者について、実績１件につき基礎配点を２点（協力事務所から技術者を配

置する場合は１点）とし、「区分係数」及び「立場係数」を乗じて算出する。 

担当分野 基礎配点 区分係数 立場係数 評価点 

管理技術者 実績１件につき 

３ 

（最大３件） 

同種 １．０ 

管 理 

技術者 
１．０ 

９ 
主 任 

技術者 
０．８ 

類似 ０．５ 
担当者 ０．５ 

建築（総合） 

建築（構造） 

電気設備 

機械設備 

実績１件につき 

２ 

(最大３件) 

同種 １．０ 

管 理 

技術者 
１．０ 

６ 
主 任 

技術者 
０．８ 

類似 ０．５ 
担当者 ０．５ 

   (ｲ) 建築ＣＰＤの取得単位（各２点満点） 

ＣＰＤの取得単位 評価点 

４０単位以上 ２ 

２０単位以上４０単位未満 １．５ 

１２単位以上２０単位未満 １ 

１単位以上１２単位未満 ０．５ 

 (2) 第二次審査対象の選定 

市は、第一次審査における合計得点の高い者から最大５者を選定し、第二次審査

の対象とする。合計得点が同点となる場合は、次のとおり順位を決定する。 

  ア 同種業務の評価点が高い者を上位とする。 
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  イ アが同点の場合、類似業務の評価点が高い者を上位とする。 

  ウ イが同点の場合、管理技術者の実績の評価点が高い者を上位とする。 

  エ 上記ア～ウにより順位が決定できない場合は、くじにより上位者を決定する。 

 

４ 第二次審査 

市は、知多市新庁舎等設計委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、応募者から提出された提案書の内容について、ヒアリングを行って提案

評価点を算出するとともに、応募者から提出された価格提案書をもとに、価格評価

点を算出する。提案書の内容が実施要領等の要件を満たしていない場合には、当該

提案書を提出した応募者は失格とする。 

なお、第一次審査の評価点は、第二次審査には持ち越さない。 

 

■第二次審査評価項目及び配点表 

評価項目 内容 評価基準 配点 
項目別 

合計 

業務の実施

方針及び手

法 

業務の実施方

針 

本業務の目的に沿った実施方針が

示されているか 
５ 

２０ 

業務実施体制 本業務の遂行に当たり効率的な実

施体制となっているか 
５ 

チームの特徴 本業務に関わる各担当者の業務実

績、経験、資格、人員計画及びその

他チームの組織について信頼でき

るか 

５ 

業務上その他

の配慮事項等 

本業務の遂行上その他の配慮事項

等（進捗管理等）について、的確か

つ具体的な内容が示されているか 

５ 

課題に対す

る技術提案 

【課題１】 

中街区のにぎ

わいの創出 

課題に対する提案

内容の「的確性」

（与条件との整合

が取れており、具

体的な提案がなさ

れているか等）及

び「実現性」（提

案が理論的に裏付

けられており、説

的確性 １０ 

２０ 

６０ 

実現性 １０ 

【課題２】 

防災・災害対

策拠点として

安心・安全な

庁舎の実現 

的確性 １０ 

２０ 

実現性 １０ 
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【課題３】 

脱炭素化に向

けた環境にや

さしい庁舎の

実現 

得力のある提案が

なされているか

等） 

的確性 １０ 

２０ 

実現性 １０ 

ヒアリング 業務全体の理

解度 

本業務の内容、業務背景、手続等に

ついて、朝倉駅周辺整備基本構想や

知多市新庁舎整備基本計画等を踏

まえ、十分に理解しているか 

５ 

１５ 専門技術力 説明内容が提案書の内容をよく補

完しており、専門技術を十分に発揮

できそうか 

５ 

コミュニケー

ション能力 

質問に対する応答が迅速かつ明瞭

であるか 
５ 

価格評価 設計業務の見

積価格 

価格提案書における金額を評価 
５ ５ 

合計 １００ 

(1) 提案評価点の計算 

選定委員会は、技術提案書に記載された内容について、次に示す４段階評価に

より、その評価に応じた提案評価点を算出する。 

算出に当たっては、前表の評価項目の内容（価格評価を除く。）ごとに、各委

員が個別に評価を行い、その平均点を当該応募者の提案評価点とする。提案評価

点は、小数点第二位以下を四捨五入した値とする。 

評価 判断基準 提案評価点の算出方法 

Ａ 大変優れている 各項目の配点×１．０ 

Ｂ 優れている 各項目の配点×０．７５ 

Ｃ やや優れている 各項目の配点×０．５ 

Ｄ 標準的である 各項目の配点×０．２５ 

(2) 価格評価点の計算 

価格評価点は、価格提案書から、次の式により算出する。価格評価点は、小数

点第二位以下を四捨五入した値とする。 

 

 

 

 

(3) 総合評価点（得点） 

           最低提案価格 

価格評価点 ＝             ×５点 

         当該応募者の提案価格 



6 

 

提案評価点と価格評価点を合計し、応募者ごとの総合評価点（得点、１００点

満点）を算出する。 

(4) 最優秀提案及び次点優秀提案の選定 

市は、総合評価点（得点）の最も高い提案を最優秀提案に、次点の提案を次点

優秀提案として選定する。 

なお、総合評価点（得点）の最も高い提案が２つ以上あるときは、第一次審査

の得点が高い者を最優秀提案とすることとし、なおも同点の場合は、選定委員会

での協議により決定する。 


